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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年８月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年４月１１日 ０７時１５分頃 

発生場所 山口県宇部市南東方沖 

 宇部岬港沖防波堤東灯台から真方位１２２°１２.２海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°４８.８′ 東経１３１°２８.０′） 

事故の概要  貨物船第十八天神
てんじん

丸は西北西進中、また、漁船大漁
たいりょう

丸はえい
．．

網し

ながら東南東進中、両船が衝突した。 

 大漁丸は、甲板員１人が死亡し、船長が重傷を負い、船首部の破損

等を生じ、また、第十八天神丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和６年４月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第十八天神丸、５０８トン 

   １４４６７２、昭和リース株式会社、田村石材株式会社（船舶

借入人、Ａ社） 

   ６４.７３ｍ（Lr）×１３.２０ｍ×７.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、令和５年１２月 

Ｂ 漁船 大漁丸、４.８トン 

   ＹＧ３－５７５８０（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.４２ｍ（Lr）×２.９５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ、平成６年９月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５３歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１２年１１月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年１１月６日 

    免状有効期間満了日 令和７年１１月１４日 

  機関長Ａ ２５歳 

   四級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 令和３年１１月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和３年１１月４日 

    免状有効期間満了日 令和８年１１月３日 
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Ｂ 船長Ｂ ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年６月７日 

    免許証交付日 令和２年８月２５日 

           （令和７年８月２４日まで有効） 

  甲板員Ｂ ５９歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（甲板員Ｂ）、重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損、主機及び電装品等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか５人が乗り組み、阪神港で建設残

土約１,６００ｔを積載して令和６年４月１０日１２時００分頃に関

門港へ向けて出航し、１７時００分頃に乗組員の交替のため姫路港に

短時間入港した後、瀬戸内海を西航した。 

 機関長Ａは、１１日０５時１５分頃に大分県姫島村の姫島東方１０

Ｍ付近において一等航海士から当直を引き継ぎ、周防灘の推薦航路に

沿った真方位２８２°の針路、１２ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で自動操舵により航行した。 

 機関長Ａは、当直を引き継いだ後、１０分ほど目視及びレーダーで

周囲の状況を確認し、近づく他船や操業中の漁船を認めなかったの

で、舵輪後方に設置された椅子に腰を掛け、前屈みの姿勢でスマート

フォンを操作し始めた。 

 機関長Ａは、その後、スマートフォンの操作を続けながら１０～ 

１５分毎に目視及びレーダーで周囲の状況を確認し、自動操舵の針路

を微調整した。 

 機関長Ａは、０８時３０分に次直員に当直を引き継ぎ、Ａ船は、 

０８時４５分頃、関門港太刀浦地区の接岸時間調整の目的で、部埼灯

台の南南東方約１.５Ｍに錨泊した。 

 船長Ａは、１１時１０分頃に錨泊中のＡ船内で海上保安庁から衝突

事故の嫌疑船である旨の通知を受け、来訪した巡視艇に同乗し、Ａ船

の船首部に擦過傷と接触痕を認め、他船と衝突したことを認識した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、１１日０４時１０分頃宇

部港港町ふ頭を出航し、底引き網漁の目的で、宇部港の東南東方約 

１２Ｍの漁場に向かった。 

 Ｂ船は、０６時００分頃から周防灘航路１号灯浮標の東方約２.５

Ｍを起点として、周防灘航路の航路筋におおむね沿って東南東の針路

で１回目の操業を開始した。 
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 船長Ｂは、３～４kn の速力でえい
．．

網した後、０６時３０分頃から約

２knに減速して揚網した。 

 船長Ｂは、２回目の操業を始めることとし、投網後０６時４５分頃

から約４kn の速力、東南東の針路で自動操舵によりえい
．．

網を開始し

た。 

 船長Ｂは、２回目の投網開始前に周囲を見渡した際、Ｂ船に接近す

る他船が見当たらなかったので、操舵室後方の作業台の左舷側で右舷

方を向いて、甲板員Ｂは同作業台の右舷側で左舷方を向いて、１回目

の漁獲物の選別作業を行った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船の漁具の状況と乗組員の配置 

 

 船長Ｂは、２回目のえい
．．

網を始めてから約３０分経った頃、衝撃を

受け、Ｂ船が転覆して落水し、転覆したＢ船の船底に這
は

い上がった。 

 船長Ｂは、船体が緑色の貨物船が西方に遠ざかって行くのを認め、

他船と衝突したことを認識した。 

 船長Ｂは、甲板員Ｂを探したが見当たらず、近くを航行していた貨

物船が見えたので手を振って救助を求めた。 

 漁船が転覆していることに気付いた同貨物船は、０７時１６分頃に

国際ＶＨＦで海上保安庁に通報した。 

 船長Ｂは、０８時００分頃に近くを航行していた作業船に救助さ

れ、来援した監視取締艇により宇部港に搬送された後、救急車で病院

に搬送され、急性腎障害、横紋筋融解症及び左第７肋骨骨折と診断さ

れた。 

 甲板員Ｂは、０９時００分頃に巡視艇の潜水士により転覆したＢ船

の船内で発見され、同艇により宇部港に搬送された後、救急車で病院

に搬送され、１０時５９分死亡が確認されて短時間の溺水による死亡

底引き網 

船長Ｂ 

甲板員Ｂ 

作業台 操舵室 

操舵用 
リモコン 

約１１０ｍ 

約２ｍ 

船首 船尾 

ワイヤー 

ロープ 

ロープ 
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と検案された。 

 Ｂ船は、同じ漁業協同組合所属の漁船にえい
．．

航され、宇部港に入港

後、上架された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、  

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 (1) Ａ船の船橋当直に関する情報 

船長Ａは、船橋当直を乗組員に割り当てる際、自身が予定航路

上の難所で当直に就き、その他の海域で他の船員が船橋当直に就

くように、航海毎に荷役作業の状況も考慮して船橋当直を割り当

てており、阪神港から関門港に至る本事故当時の航程では、自身

が来島海峡で当直に就くように割り当てていた。 

船長Ａは、機関長Ａが海技士（航海）免状を受有していないこ

とを認識していたが、海技士（航海）免許を取得させようと考え

ていたので、機関長Ａを船橋当直に割り当てていた。 

船長Ａは、機関長Ａが機関士として乗船した令和３年から海技

士（航海）免状受有者の監督の下で船橋当直経験を２年ほど積ま

せた後、単独で船橋当直が可能と判断し、令和５年１月から単独

での船橋当直に割り当てていた。 

船長Ａは、機関長Ａを単独で船橋当直に就かせていることをＡ

社に報告していなかった。 

Ａ社は、船長Ａが、機関長Ａを単独で船橋当直に就かせている

ことは認識していなかったが、機関長Ａに有資格者の下で船橋当

直を行わせていることは認識していた。 

(2) Ｂ船のレーダー使用に関する情報 

船長Ｂは、ふだん漁場までの移動中はレーダーを使用してお

り、視界が悪くない場合、漁場に到着後、レーダーを停止してい

た。本事故当日は視界が良好であったので、操業中にレーダーを

使用していなかった。 

船長Ｂは、ふだん投網を開始する前に周囲を見渡し、Ｂ船に接

近しそうな他船を認めた場合、えい
．．

網中であっても数分毎に目視

による周囲の確認を行うようにしていたが、本事故当時、他船が

見当たらなかったので、漁獲物の選別作業に意識を向け、周囲の

見張りを行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、西北西進中、機関長Ａが、周囲の見張りを継続的に行って

いなかったことから、船首方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 
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機関長Ａは、当直を引き継いだ後、１０分ほど目視及びレーダーに

より周囲を確認し、接近する他船や操業中の漁船を認めなかったこと

から、舵輪後方に設置された椅子に腰を掛け、前屈みの姿勢でスマー

トフォンを操作し始めたものと考えられる。 

機関長Ａは、１０～１５分毎に目視及びレーダーで周囲の状況を確

認していたが、スマートフォンの操作に意識が向いていたことから、

Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

船長Ａは、機関長Ａが海技士（航海）免状を受有していないことを

認識していたが、海技士（航海）免許を取得させようと考えていたこ

とから、海技士（航海）免状受有者の監督の下で船橋当直経験を積ま

せた後、単独で船橋当直しても問題ないと判断し、機関長Ａを本事故

の約１年３か月前から単独で船橋当直に割り当てていたものと考えら

れる。 

機関長Ａは、船橋当直を行ってはならなかった。 

Ａ社及び船長Ａは、機関長Ａに船橋当直を行わせてはならないこと

を認識していなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、底引き網をえい
．．

網しながら東南東進中、船長Ｂが、２回目

の投網開始前に周囲を目視で見渡し、接近する他船が見当たらなかっ

たので、自動操舵のまま周囲の見張りを行わず、操舵室後方の作業台

で漁獲物の選別に専念していたことから、船首方から接近するＡ船の

存在に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、周防灘において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が底引き網を

えい
．．

網しながら東南東進中、機関長Ａが、スマートフォンの操作に意

識を向けて周囲の見張りを継続的に行っていなかったため、また、船

長Ｂが、漁獲物の選別作業に専念し周囲の見張りを行っていなかった

ため、互いに接近する相手船の存在に気付かず、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故を受けて、航海中、航海情報を取得する以外の目的

で船橋でスマートフォンを使用することを禁止するとともに、社内関

係者において、船橋当直の資格を有する者に船橋当直を割り当てるこ

とを徹底した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、見張りに専念し、常時、周囲の見張りを適切に行

うこと。 

・漁船の船長は、近づく他船が見当たらない場合であっても、操業

中も周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船舶所有者等及び船長は、船橋当直の資格を有する者に船橋当直

を行わせること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 
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写真２ Ｂ船 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

受信日時 
(時：分：秒) 

対地速度 
(kn) 

北 緯 
(°-′-″) 

東 経 
(°-′-″) 

対地針路 
(°) 

船首方位 
(°) 

05:00:01 13.0  33-43-38.25 131-57-23.50 279.5  281  
05:10:00 12.8  33-44-04.07 131-54-53.56 282.5  283  
05:20:01 12.7  33-44-32.12 131-52-24.07 282.2  283  
05:30:01 12.8  33-45-02.24 131-49-55.92 284.0  284  
05:40:00 12.4  33-45-30.74 131-47-30.13 281.4  280  
05:50:00 12.6  33-45-56.73 131-45-02.83 282.4  282  
06:00:00 12.9  33-46-22.09 131-42-32.59 282.4  283  
06:10:00 12.9  33-46-47.50 131-40-00.03 280.1  281  
06:20:01 13.0  33-47-11.88 131-37-27.47 280.6  282  
06:30:00 13.1  33-47-37.76 131-34-54.60 282.9  284  
06:40:01 13.1  33-48-07.16 131-32-20.18 282.6  283  
06:50:00 13.0  33-48-35.18 131-29-47.62 281.8  283  
07:00:00 12.8  33-49-02.43 131-27-15.99 282.3  282  
07:10:01 12.9  33-49-29.27 131-24-43.83 282.1  284  
07:20:11 12.9  33-49-55.94 131-22-09.62 280.9  282  
07:30:01 13.0  33-50-21.12 131-19-40.19 280.4  283  
07:40:00 13.0  33-50-47.55 131-17-07.22 281.4  281  
07:50:00 13.3  33-51-16.54 131-14-32.86 283.0  282  
08:00:00 13.2  33-51-55.82 131-12-00.45 297.5  298  
08:10:00 13.2  33-53-06.95 131-09-44.76 305.9  306  
08:20:00 12.9  33-53-49.61 131-07-19.93 286.6  285  
08:29:51 12.7  33-54-37.31 131-04-57.61 290.2  290  

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から約５６ｍ、船尾から約１４ｍ、左舷から約３ｍ、右舷から約９ｍであった。また、対地

針路は真方位である。 


